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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成29年5月18日(2017.5.18)

【公表番号】特表2015-510949(P2015-510949A)
【公表日】平成27年4月13日(2015.4.13)
【年通号数】公開・登録公報2015-024
【出願番号】特願2014-558191(P2014-558191)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  77/10     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  29/04     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  47/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   77/10     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   29/04     　　　Ｄ
   Ｂ２９Ｃ   47/00     　　　　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成29年4月3日(2017.4.3)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１７】
　活性層又は活性層集成体の全厚は２０～１００μｍ、好ましくは２５～８０μｍ、特に
は３０～６５μｍであることと有利である。一般に、この厚さの増大は、平均相対湿度の
関数としてのＳdの変化を示す曲線の全体的外観を変更させることなしに、湿潤環境及び
乾燥環境の両方における水蒸気拡散に対する抵抗を増大させることによって反映される。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　図１は、活性層５０μｍ厚を有する蒸気抑制膜の湿潤雰囲気（Δ；ウェットカップ；平
均ＲＨ　７５％）中及び乾燥雰囲気（○；ドライカップ；平均ＲＨ　２５％）中のＳdの
変化を、ＥＶＯＨ含有率の関数として示している。使用したＥＶＯＨは株式会社クラレに
よって販売されている製品であり、そのエチレン含有率は３８ｍｏｌ％である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　図２は、本発明によるＰＡ６６６／ＥＶＯＨ膜（○）（厚さ５０μｍ、ＰＡ６６６／Ｅ
ＶＯＨ：７０／３０、使用されたＥＶＯＨのエチレン含有率：３８ｍｏｌ％；ＰＡ６単位
／ＰＡ６６単位：８５／１５）のＳd（対数尺度）の変化を、ＰＡ６ホモポリマーから成
る同じ厚さのVario膜（◇）と比較して、周囲雰囲気の平均湿度の関数として基準EN ISO 
12572: 2001に従って割り出して例示している。
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【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　この図から明らかなように、湿潤雰囲気（７５％　ＲＨ）中、２つの膜は有利なことに
、高い水蒸気透過度を示す、すなわちこれらの等価空気厚さは約０．２～０．３ｍと低い
。相対湿度が低い（２７．５％）ときには、本発明による膜の等価空気厚さ（Ｓd＝１２
ｍ）は、周知の膜（Ｓd＝３ｍ）よりも４倍高い。本発明による膜はさらに、等価空気厚
さが極めて狭い湿度範囲にわたって著しく変化し、７５％　ＲＨに対応する約０．２の値
から６８％　ＲＨに対する約２．７の値に増大する点で、周知の膜とは異なっている。
　本発明の態様としては、以下を挙げることができる：
《態様１》
　建造物又は部屋の気密性を改善するために使用されるように意図された蒸気抑制膜であ
って、周囲の相対湿度とともに増大する水蒸気透過性を有する少なくとも１つの活性層を
含み、前記活性層は、エチレン／ビニルアルコール（ＥＶＯＨ）コポリマーと、融点が２
１０℃未満、好ましくは２００℃未満のコポリアミド６－６．６（ＰＡ６６６）とのブレ
ンドを少なくとも９０重量％含む、蒸気抑制膜。
《態様２》
　前記活性層が少なくとも９５重量％、好ましくは少なくとも９８重量％の、ＥＶＯＨと
ＰＡ６６６とのブレンドを含むことを特徴とする、態様１に記載の蒸気抑制膜。
《態様３》
　前記活性層が事実上、ＥＶＯＨとＰＡ６６６とのブレンドから成ることを特徴とする、
態様１又は２に記載の蒸気抑制膜。
《態様４》
　ＥＶＯＨ／ＰＡ６６６の重量比が１０／９０～９０／１０、好ましくは２０／８０～７
０／３０、特には３０／７０～５０／５０であることを特徴とする、態様１から３までの
いずれか１つに記載の蒸気抑制膜。
《態様５》
　他の活性層を含まないことを特徴とする、態様１から４までのいずれか１つに記載の蒸
気抑制膜。
《態様６》
　ＥＶＯＨのエチレン含有率が２０～５０ｍｏｌ％、好ましくは２５～４５ｍｏｌ％であ
ることを特徴とする、態様１から５までのいずれか１つに記載の蒸気抑制膜。
《態様７》
　前記ＰＡ６６６がＰＡ６単位とＰＡ６６単位とを含むランダムコポリマーであり、該ラ
ンダムコポリマーのＰＡ６単位／ＰＡ６６単位のモル比が９７／３～５０／５０、好まし
くは９５／５～５５／４５、特には９０／１０～６０／４０であることを特徴とする、態
様１から６までのいずれか１つに記載の蒸気抑制膜。
《態様８》
　前記活性層又は活性層集成体の全厚が２０～１００μｍ、好ましくは２５～８０μｍ、
特には３０～６５μｍであることを特徴とする、態様１から７までのいずれか１つに記載
の蒸気抑制膜。
《態様９》
　さらに、任意には剥離可能な、１つ又は２つ以上の支持層又は保護層を含むことを特徴
とする、態様１から８までのいずれか１つに記載の蒸気抑制膜。
《態様１０》
　前記活性層又は活性層集成体は前記膜の少なくとも４０重量％、好ましくは少なくとも
５０重量％、そして特には少なくとも６０重量％を形成することを特徴とする、態様１か
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ら９までのいずれか１つに記載の蒸気抑制膜。
《態様１１》
　態様１から１０までのいずれか１つに記載の蒸気抑制膜を製造する方法であって、
　２００℃～２３０℃、好ましくは２０５℃～２２５℃の温度で、ＥＶＯＨとＰＡ６６６
とを、これらのポリマーの均質なブレンドが得られるまで加熱及び混練し、そして、
　こうして得られたＥＶＯＨとＰＡ６６６との均質ブレンドから膜を形成する
ことを含む、蒸気抑制膜を製造する方法。
《態様１２》
　前記膜の形成が、前記ポリマーブレンドの押し出し、機械的延伸、カレンダー処理、及
び／又はブロー成形によって行われることを特徴とする、態様１１に記載の方法。
《態様１３》
　建造物又は部屋の気密性を改善する方法であって、態様１から１０までのいずれか１つ
に記載の蒸気抑制膜を前記建造物又は前記部屋の壁の内面に被着することを含む、建造物
又は部屋の気密性を改善する方法。
《態様１４》
　前記膜が断熱材に対して内側の位置に、好ましくは該断熱材と直接に接触した状態で被
着されることを特徴とする、態様１３に記載の方法。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建造物又は部屋の気密性を改善するために使用されるように意図された蒸気抑制膜であ
って、周囲の相対湿度とともに増大する水蒸気透過性を有する少なくとも１つの活性層を
含み、前記活性層は、エチレン／ビニルアルコール（ＥＶＯＨ）コポリマーと、融点が２
１０℃未満のコポリアミド６－６．６（ＰＡ６６６）とのブレンドを少なくとも９０重量
％含み、該ブレンドのＥＶＯＨ／ＰＡ６６６重量比が３０／７０～５０／５０である、蒸
気抑制膜。
【請求項２】
　前記活性層が少なくとも９５重量％の、ＥＶＯＨとＰＡ６６６とのブレンドを含むこと
を特徴とする、請求項１に記載の蒸気抑制膜。
【請求項３】
　前記活性層が事実上、ＥＶＯＨとＰＡ６６６とのブレンドから成ることを特徴とする、
請求項２に記載の蒸気抑制膜。
【請求項４】
　他の活性層を含まないことを特徴とする、請求項１から３までのいずれか１項に記載の
蒸気抑制膜。
【請求項５】
　ＥＶＯＨのエチレン含有率が２０～５０ｍｏｌ％であることを特徴とする、請求項１か
ら４までのいずれか１項に記載の蒸気抑制膜。
【請求項６】
　前記ＰＡ６６６がＰＡ６単位とＰＡ６６単位とを含むランダムコポリマーであり、該ラ
ンダムコポリマーのＰＡ６単位／ＰＡ６６単位のモル比が９７／３～５０／５０であるこ
とを特徴とする、請求項１から５までのいずれか１項に記載の蒸気抑制膜。
【請求項７】
　前記活性層の全厚が２０～１００μｍであることを特徴とする、請求項１から６までの
いずれか１項に記載の蒸気抑制膜。
【請求項８】
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　さらに１つ又は２つ以上の支持層又は保護層を含むことを特徴とする、請求項１から７
までのいずれか１項に記載の蒸気抑制膜。
【請求項９】
　前記保護層が剥離可能であることを特徴とする、請求項８に記載の蒸気抑制膜。
【請求項１０】
　前記活性層は前記膜の少なくとも６０重量％を形成することを特徴とする、請求項１か
ら９までのいずれか１項に記載の蒸気抑制膜。
【請求項１１】
　請求項１から１０までのいずれか１項に記載の蒸気抑制膜を製造する方法であって、
　２００℃～２３０℃の温度で、ＥＶＯＨとＰＡ６６６とを、これらのポリマーの均質な
ブレンドが得られるまで加熱及び混練し、そして、
　こうして得られたＥＶＯＨとＰＡ６６６との均質ブレンドから膜を形成する
ことを含む、蒸気抑制膜を製造する方法。
【請求項１２】
　前記膜の形成が、前記ポリマーブレンドの押し出し、機械的延伸、カレンダー処理、及
び／又はブロー成形によって行われることを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　建造物又は部屋の気密性を改善する方法であって、請求項１から１０までのいずれか１
項に記載の蒸気抑制膜を前記建造物又は前記部屋の壁の内面に被着することを含む、建造
物又は部屋の気密性を改善する方法。
【請求項１４】
　前記膜が断熱材に対して内側の位置に被着されることを特徴とする、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記膜が前記断熱材と直接に接触していることを特徴とする、請求項１４に記載の方法
。
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